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はじめに

農協民主化論の検討のために

一一民主主義理解を中心

宮崎隆志

協伺組合の組織形態上の特質として，いわゆる協同組合原射(ニ協同級合民主主義)をあげることは

常識的な理解と思われる。この原員せを協同組合の本質とみなすところに協同組合主義が発生したことも

関知のとおりであるが，それに対しては協問組合への街級関係，生産関係の反映を指摘することによる

批判が近藤康男氏をはじめとしてなされてきた。それらの意図するところが協同組合をつうじた支配関

係を暴露することにあったのは明白であり，そしてそれ放に協同組合の民主化はさ当初から実践的な課題

として提起されてきた。

この課題が民主化工近代化として，土手封建制(性)の打破である限りでは，協同組合民主主義自体は

必ずしも批判されないが，今日では「部落における身分的支配を打破する闘しリによって民主化が達成

されるとはいえない以上，協向組合をめぐる民主主義それa体についても検討を加えることが必要であ

るように恩われる。すなわち，かつてのように人格的依存(支配)関係が近代的形態たる協同組合民主

主義に「反映Jし，あるいは「しのびこむjのではなく，今日では協向組合民主主義そのものによって

支配関係が再生産されているように思われ1)，事実として存在する支配関係(疎外)の止揚のためには，

協同組合民主主義の批判的漂解が不可欠であるように思われる。

とはいえ小論では，かかる支配関係そのものを対象とすることはできず，そのための予備約考察を行

うにすぎなL、。ここでの諜題は，農協民主化をいう場合の民三五三主義の把擦の方法，および民主主義の理

念を担う主体の形成についての展望を， ¥， 、くつかの民主主義理論によりつつ検討することに限定される。

2 農協民主化論における課題設定

まず，近藤氏を中心に，農協民主化をいう場合の課題の設定をてがかりとし，実現されるべきとされ

た民主主義の理念について確認しておこう。近藤氏は日本における協伺組合は形式的には民主主義原則

をそなえるものの，実質的には「国家資本主義Jによってそれが圧殺されていると述べる九その際，

念頭におかれているのは「口、ソチデール原則Jであり，そこには協伺組合の原形がみられるとの位農づ

けがあたえられている九この「原形Jたる評価については詳しく展開されていないが，文脈からする

と間家権力からの独立，および労働組合(さらには無産政党)との関連，すなわち階級的装礎を有する

こと令評価の基準として推察しうる。近藤氏はロッチデール消費組合に関し， 1"協防組合デモグラシー
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はその慕礎を有していたJ4) と述べているが，以上の「原形」理解によれば， ['協向組合デモグラシ-J

の「基礎」は，失業の閤難に当濁した労働者の自立要求にあると理解してもよいであろう o したがって，

その慕礎が異なる日本の農協の場合では， ['口、ソチデール原則j がもちうる意義は，き当符のイギリス労

働者階級にとってそれが有していた意義とは当然異なることになる。

このように近藤氏の協同組合民主主義評価は，その階級的性格を重視したものといえよう。それ放日

本の農協における協伺組合民主主義の形式的性格も，農協が階級的基礎を持たないことにより説明され

る。例えば「協同組合が階級的基礎を有せず，商業科j関の一吉目安低減するための労働者，独立生産者の

経済組織であるという関係は，政治的には中立性への執着となって姿を現すばかりでなく，特に重要な

ことは政治権力からの影響を強く受けることであるJ5) と述べ，協同総合が「経済の流通という上層部

面にのみ触れるj ものであるが放に，その根底にある階級関係(生産関係)を問題にしえず，また形式

的民主主義を実質的な支配(経済的・政治的)に転化することも容認せざるをえないことを主張してい

る。

かかる理解に基づき，近藤氏は民主化の課題を実質的な平等関係の達成に定めてし、る。協同組合にお

ける平等に関し，近藤氏は「組合主主は総合に対しては平等を有しているけれども，彼らの本来立ってい

る立場における差をそのままに保有しつつ平等である。したがってこの平等は平等でなくなるJ6)ので

あり， ['協同組合の平等がその形式と実質の問に間隙を見出さないのは組合員の砲における平等が存在

する場合に限るJ1)と述べているが，それは戦後に歪り「耕作者中心の民主主義J，および労差是同盟と

して具体的に提起される。官官者は農事実行組合が農地，労働力，生産手段を管獲するようになることに

よって， ['官僚的な機構の末端機関にならず，逆に氏支的な全組織の一番基礎になりうるJ81 とするも

ので，かかる「社会化した生産jに到達するには， I農事実行組合が農民大衆の自主的な組織として運

営される必要」があり，それは生産手段を持たない耕作者をも包摂することによって達成される。後者

はそのためには「農村以外の第三者jが関与することが必要喜であることを主張するもので，食糧問題の

解決のための消費者，消費組合，労働組合との協議会や肥料の生産，配給に関する農民の関与が提起さ

れている。いわば「農業生産計画そのものが，農民以外，ことに労働者階級の意、肉を取り入れて計画さ

れなくてはならなL、J9)のであるが，それは農村外部の民主的要素の意向を自らの運営に反映させるこ

とによってのみ，農村，農協の民主化は達成されるからであるとL寸。

以上のように，近藤氏の協同組合民主主義批判は，協同組合が流通過稜において組織されることに基

づく協同組合民主主義の形式的性格を，生産過程における事実上の支配関係を対鐙することによって明

らかにするという形でなされている。そして生産過稼が耕作者，さらには労働者も含めた集団により管

理されるときに，農協はその階級的基礎を得て，民主的に組織されるという展望が描かれる。この視角

は，その後，農協民主化の課題を生産共同化をめぐる対抗関係において把鐙した山田定市氏や組合的協

業，労働の社会化として農協を把握することをめざした美土銘達雄氏によって継承され，発展させられ

たとみてよかろう o
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しかし，農協民主化の実践のためには，協同組合民主主義を康史的な意義と限界において把握するこ

とが必要書であるとするならば，陪題は流通過程における「民主主義j と生産過程における支配関係の関

係を問うこと，あるいは生産過程における組織化の際の編成原理(民主主義)の性格を問うことにあっ

たのではなかろうか。換言すれば，流通過程における「民主主義」が存在するもとで支配関係の再生産

がL、かになされるのか，それら相互の媒介関係をいかに理解すべきかといったf問題，さらに支配関係を

批判し民主化を遂行する際の民主主義の理念LtI.、かなるものであり，それはゑifffJ&J.稼の変化といかなる

関連を有するのか，ということが問題にされねはならない。近藤氏にそくしてみれば，失業に直言語した

労働者の自立や，自作農のみでなく生産手段を持たない耕作者の耕作権の保障を民主主義の実質化の要

点として提起することは，すでにいわゆる協悶組合氏支主義の理解を大きく超えるものであろう。それ

は民主主義把爆の場面を流通過程から生産過程に移すものであり，生産主過稼における自由や平等に関す

る新たな理念を内に含むとみてよい。そうであれば，かかる理念の正当性はどこにあり，それは民主主

義が形式でしかない現実の支配関係のもとで，どのように発生し，あるいは存在しているのか， といっ

たことが部われねばならない。もちろん，それは戦後自作農の性絡や戦後の支配構造をふまえて兵体的

に検討されるべきであるが，それは今後の課題とし，さしあたりは流通過稜，あるいは衡品・貨幣論レ

ベルにおいて把擬されるブルジョプ民主主義に対する批判の方法について，若干の論者(農協民主化論

を離れた一般的議論であるが)の所説を検討することにより，批判の視点を得ることに課題を限定する。

3 ブルジョア民主主義批判の方法

(1) 川島武宜氏の近代的所有権論

流通過程における「民主主義Jと生産過程における支配関係を毒事態的な対立関係にとどめず，それら

を近代的所有権の内在矛盾の展開として動態的に理解したのがJII島武主主氏である。氏は私的所有権を，

所有権を「権利Jたらしめるところの社会的モメントが所有権から分離され，客体に対する支配がその

現象形態においては社会関係から捨象され「私的」なものとして現れるところの所有権の形態であると

特徴づけつつ，近代的所有権をかかる私的所有権一般から特殊工康史的形態として区別する。すなわち

近代的所有権は，私的モメントと役会的モメントの分離が徹底的となり，また問符に私的性質と社会的

関連の徹底がもたらされた形態であるがlO)，この形態は資本創生産ーによって主主縫っけられている点、で商

品交換関係において与えられる私的所有一般とは異なるものであり，またそうであるが放にそれは全法

体系の端緒的形態となるとする。すなわち資本制的生産の場面においては，私的所有の客体は資本とし

ての生産手段であり，所有から排除される者が「契約Jをとおして労働力を販売することにより，生産

は私的に行われ，生産物たる商品も私的に所有される。これを川島氏は「所有権がその私的性質を起点

として行う運動J，つまり所有権の私的性質に内夜する矛盾の資本制的解決形態として特徴づける。こ

の運動により資本創生産の社会的な関係，あるいは所有の社会的な関係が展開されるのであり，その意

F
h
d
 

ρ
h
u
 



社会教育研究第 9~手

味において資本としての私的所有権ロ近代的所有権は，全法体系の端緒的形態たりうるとされてい

る10。

このように川島氏においては，資本としての私的所有権が生産過程，流通過程における社会的諸関係

を編成する根源的主体としての位置を占めており，私的所有権の矛盾が根源的主体における本質的な矛

活として把握されている。すなわち，流通過程においてはそれが信用や株式会社を生みだしていくので

あり，生産過程においては所有権の私的性質が，社会的な生産を私的に遂行するための強制と支配とし

て現れる。それ放，氏においては主主度において現れる所有権の自由も，…一方で抽象的普遍約な平等衰の

自由を指示し，他方で具体的特殊的な不平等，支配・強制lの関係を指示するという矛盾した側蘭の統一

(前者は後者の現象形態)として把控室される。このように近代的所有権の矛盾は私的性質と社会的性質

の矛盾であると向符に，自由の抽象的普遍伎と具体的特殊性との矛盾としても把握されている。

後者に基づき.JlI島氏は近代的人格の法意識における矛盾を次のように抱援する。つまり，それは，

所有権の自由をとおして「人間的自由の意識J(民有の支配領域をもっ主体者としての自己意識と相互:

に他者の鴎有の支配領域を尊重しあう意、議)に到透する一方，他方では近代的所有権に溜有な支配と強

制を意識するという.r内在的矛盾Jを含んだものとして現れる1210 もちろん，かかる意識は抽象的・

普遍的な「人間的自由jの意識を獲得した主体が存在することによって，はじめて矛盾した意識となり

うるのであり，川島氏が近代的所有権の確定としての近代化の必要性を主張するのもそのためにほかな

らなL、。

氏の近代的所有権の理解は，以上のような矛盾した諸側面(端的には私的性格と社会的性格)の統ー

としてそれを把握するという点で，ブルジョア民主主義に内在する矛盾(例えば自由と平等の対立)の

把援や，生産過程と流通過程との統一的把援の後E裂を与えるものであり，なによりも資本と私的所有権

の矛盾の展開として全法体系たる社会的諸関係の批判的理解を可能にするものである。しかし，その矛

盾把握の限界も同時に指檎せねばならない。それは自治の抽象的普遍性とよ主体的特殊性との矛盾の理解

にかかわっているo

川島氏のこの点に関する説明を待度確認しておこう。氏は生産手段所有権の私的性格は，その生産の

社会的性格と矛盾するとして，流通過穫における社会的総資本の再生産の社会性とともに，生産過程に

おける「協業生産の役会性Jをあげている。その矛盾は「労働『契約Jを必然的に産出し，これを媒介

として社会的な生産を現実イヒする」のであるが，その社会的生産lこ必然的な社会的管理機能は，生産手

段の私的所有に基づき所有者の私的機能として境れる。それは所有権の自由であると問符に，社会的生

産労働を私的に維持する「矛盾=ニ権力機構jである。 )11島氏はここに自由の矛盾した二側面を把握する。

しかし，資本にとってはかかる支配権は契約，あるいは商品交換を通して労働力商品を入手した限りに

おいて正当なものであり(労働に基づく所有の論理l.客観的には「抽象的普遜的な平等者の自由j と

「具体的特殊的な不平等jが対立していようとも，社会的関係(労働契約，社会的労働)を産出する主

体としての資本の側においては，かかる対立は存在しない。資本命日生産の援問を促す矛盾は，氏が強調
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するように， (資本にそくしてみれば)あくまでも所有(管理)の私的性格と労働の社会的性格の矛盾

である。「抽象的普遍的な平等者の自由Jと「具体的特殊的な不平等Jの対立を矛盾たらしめるのは，

他方の交換者，すなわち資本によって契約関係に措定された賃労働者の側であり，商品交換による資本

としての私的所有権の仮象性を追及する三主体としての笈労働者にとってそれは矛盾たりうる。川島氏は

資本としての所有権の私的性格と社会的性格の矛盾から，自由の矛盾した二側面をも導き出そうとして

いるようにみうけられるが，自由を矛盾として把握することは，資本 質労働関係における賃労働者の

自己矛盾としてしかなしえないように思われる。かかる理解によって，生産過程における支配が流通過

程における平等として現象する際の転倒的性格を把握することができょう(川島氏においてはこの転倒

性が必ずしも十分に指摘されていないように思われる)。

さらに，以上の潔解は抽象的普遍性としての平等・自由を追及する賃労働者においては，王子号事・自由

は具体的背遍性において存在するとの理解も含意している。そうであれば，生産過程における矛盾を矛

扇たらしめる賃労働者の形成を， I所有権の商品交換の基礎のよに自由な主体性を自覚したところの近

代的資労働者Jとしての形成に求めるだけでは不十分であるといわねばならなL、。それでは，具体的普

遍約な自由・平等とはいかなる理念であり，それはいかに形成されるのか。この点を次に検討してみた

L 、。

(2) マクファーソンの民主主義理論

資本一賃労働関係にそくして民主主義理論の誇構成を試みた論者としてC.B.マクブァーソンをあげ

ることができる。彼は西欧民主主義理論に内在し対立する二つの主張として，個人の効用の極大化論と

個人の諸カの極大化論をあげ，高官者を市場論的民主主義理論として総括する。その特徴は俗人を効用の

消費者とみなし，市場における選択によりその効用は極大化されるとし，市場的自由を入院の本質(効

用の消費者)の発展の条件とみなす点にある。マクブァーソンはそれに対し，人間の本質を遂行者，自

らの人間的属性の創造者・享受者とみなす見解(後者)を].5.ミル等から抽出し，積極的に対置する。

これは人間の諸カに関する倫理的概念131といわれ，人聞の潜径約諾力(capacities )の存在を承認し

その実現を正当とする見解である。それによれば，滞在的諮カの発揮は自分自身の;意識的コントロール

(自己決定)のもとになされることが必要であり，自由の概念もかかる意味における自己実現の自由(積

極的自由)として理解される。また辞書在的諸力の発擦は他の構成員たちの潜狂的諸力の発揮を妨げない

とL、ぅ仮説が示され，非破壊的潜在的諸カの発揮によって平等が実現されるとL寸。

かかる倫理的カ(発展的カとも換言されている)が，労働手段の所有祷係により，所有者の有する抽

出約力(他人を支配する力，他人から利益な他出する能力)へと移転させられているのであり，発展的

カの実現としての民主主義を実現するためには，労働手段(生産手段)への接近が不可欠であると主張

される。

みられるようにマクブァーソンの民主主義理解は，人揖の本質的な「力」の把援にさかのぼって自由・
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王子等に関する正当性を獲得しようとする点に特色をもっている。彼は，人間を効用の消費者とみなしそ

の「カ」を，満足を充足する手段を獲得したことによって得られた「カJとする定義では，資本一労働

関係における「カ」の移転合理解できないと批判し，以上の定義，理解を対霞するのであるが，確かに，

人間をかかる本質をもった存在者として理解することは，資本銅l生産のもとにおける(近代的所有権に

必然的な)支配を不正義として批判する視点を提供するものであり，その限りでの積極性は認めるべき

であろう。しかし，その規範的・倫理的性格は~めず，とりわけ， )11島氏が提起した諜惑が現実の自由・

平等を矛盾として把援することであったことからすれば，それには十分応え得ないものであろう o 彼に

おいては「カJは量的に把援(さらには計澱)されるものであり，その「移転Jは加減と同義でしかな

い。発展的力の実現の展望は，それが不断に捻出的力に「転化」される論埋の解明によって与えられる

のであり，そのためには労働過程において発渡的カが転倒的に発探される論理の解明，とりわけ発展的

カの領有者である祭労働者における「カ」の転倒的発現の論環(鐙労働者の自己関係)を分析すること

が不可欠であろう。かかる分析を欠くために，マクブァーソンは発展的カの実現を，テクノロジーの発

展(強制労働，稀少性からの解放)や福祉国家化にともなう市場社会から準市場社会への移行，自然保

護運動の展開，等に求めることになる。これらが彼のいうところの「カの移転」にとって，外的な諸要

因であることはいうまでもない14)0

かかる限界を持ちつつも，マクブァーソンが提起する「排除されない権利Jとしての所有権概念，さ

らにそれが労働手段に対する接近を超えて，政治権力に対する権利(生産資源のコントロールに対する

所有権)，ある種の社会に対する権利(社会的諸関係，権力的議関係のシステムへの関与の権利)とな

らねばならないとするま張は，注呂してよい。これらは，発展的カの実現は所有権の社会的性格に基づ

かねばなし得ないことを示唆するものであり，当然、のこととはいえ，改めて生産過程における発践的カ

の転倒的発現の展開と資本により展開される生産，所有権の社会的性格との関連を問題にする必要性を

示唆するものである。

(3) ペイ卜マンの参加民主主義理論

最後に制度としての民主主義を支える主体の形成について，c.ペイトマンの主張をみておこう。マ

クブァーソンのいう発展的カを実現する自由を獲得するには， )11島氏のいう所有権の私的役絡を社会的

に規制することが必要となり，そこでは社会約な権力へのなんらかの形での参加(管理)が必然である

と思われるからである。

ペイトマンの主張は，想家レベルでのすべての民衆の参加を保障するためには，その他の領域におけ

る「民主主義のための社会化J，r社会的訓練」によって，参加にとって求められる資質を育てることが

必要である，と要約しうる。それ放，彼女は「参加民主主義理論における参加の主要な機能は教育的な

ものであるJ15) ことを強調する。さらに，彼女の理論において特徴的なことは， rその他の領域Jのう

ちで最も議聖書な分野として産業をあげていることにある。産業における権威構造が参加による社会化を
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可能とするように民主化されることによって，人々の政治的有効感をそこにおける参加から獲得してい

くことができる，とL、う。その際，ペイトマンは参加とはなんらかの決定への参加であるとし，決定へ

の参加を含まない「擬似参加」をIK別したj二で，最終決定権が上級管理者にある「部分参加」と平等な

個人の集団による自己決定としての「完全参加j を区別し，さらに各々において低レベル(作業場)， 

高レベル(食業全体)を区別している。そして政治的有効感の獲得のためには，高レベルの完全参加が

必要であり，そこにおいては私的利益と公的利益のつながりが潔解される，とL、う。

このように，ペイトマンは参加の教育的機能を強調するが， J主体的には「政治的有効感Jの獲得をい

うにとどまり，その内実は明らかにしていない。また経済的な決定への参加が「政治的有効感」に連結

するという証明も，統計的な相関を示すにとどまり，因果関係までは立ち入っていなL、。確かにペイト

マンは参加によって「個人は私的な偲人であると問時に，教育を受けた公的な人間になる多様な機会を

もつであろうJ16) と述べ，高レベル完全参加では私的であると問符に公的(社会的)な決定をなさざる

をえなL、点に注目しているが，これを「政治的有効感Jの根拠として示すのなら，資本の私的性格によ

る祉会的性格(国家まで射程に入れて)の媒介関係を明確にすることが不可欠であろう。

またペイトマンはブラウナーを引舟しつつ，労働過稼の変化と参加，および「政治的有効感jの関連

について言及しているが，かかる観点はむしろマクファーソンの発展的力とその実現の自由にかかわる

問題領域において，参加の意義を問うことを意味している。それならば「有効感jは，労働者の自己実

現の問題として把握されねばならず，それとの関連において政治的自立にし、たる「教育的意義Jを問題

とすべきであろう。これらの問題は，労働者の自己実現としての自由と，近代的所有権の私的性格と社

会的性格の矛盾との動態的な関途構造の理解なくしては，参加z 管理の意義も明らかにしえないことを

示している。

4 おわりに

小論では，農協民主化をいう際の課題が，流通過程におL、て与えられる民主主義(社会関係)の形式

的役格と生産過程における支配関係との対立関係を認識することによって設定されていることを確認

しそのよでかかる対立関係を矛盾として統一的に把燈する(民主主義の矛盾論的把握)ためにいくつ

かの所説を検討してきた。本来ならば，その検討をふまえて農協民主化論における民主主義理解を批判

的に検討すべきであるが，それは今後の課題とせざるをえない。ここでは，民主主義の矛盾論的理解の

ために必要と思われる若子の課題を整理して，さしあたりのまとめにかえたい。

第一に，自由や平等を矛盾論的に把握するためには，賃労働者の自己関係においてそれをとらえるこ

とが必要書であろう。資本蓄積の過程においては，労働者が賃労働者トとして自己関係することにより，資

本としての私的所有権が不断に再生蔵されてL、る。領有法則の転回論は，労働者のかかる自己関係によ

り，自由・平等・所有が支配と強制iとして転倒的に再生産される論理を明らかにしたものといえるであ
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ろう。この点はすでに「ミル評注」においても明らかである。そこでは，国民経済学の諮る「道徳J，I人

間に対する人間的な関係」なるものは， I社会的交通の疎外された形態J(私的所有者)を人間の根源的

で本質的な形態とみなしたうえで諮られる以上， I非道徳的下劣さj とならざるをえないことが指摘さ

れている。もちろんこれは「道徳」に関してであるが， I疎外の境地」が「道徳的定tEJにまで及んで

いる，すなわち「道徳」の疎外として把援するその方法には注目すべきであろう。われわれは，そのア

ナロジーにおいて「民主主義の疎外」を把援しうると考える1710

第二に，そのJ二で「疎外ニ矛盾Jの解決形態の展開として，参加ニエ管理の問題は位援づけられるべき

であろう o この点に関し鈴木敏正氏は，自己実現を追求する実践としての自己教育と相互承認、を追求す

る実践としての相互教育を区別した上で，労働の社会化によって相互教育が必然化し，それを前提に自

己教育が現実化するという関連を指摘している18)0 これによれば，資本としての私的所有が必然的に産

出する社会的労働において，賃労働者の自己関係は社会的な自己関係(紹互教育)となり，社会的な自

己実現(自己教育)となっていくことになる。かかる淘冶過程(運動)を前提にして，参加の問題，特

にその「教育的意義Jは検討されるべきであろう 19)0
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